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公布された条例のあらまし

◇鳥取県行政組織条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 県政推進上の重要施策の総合調整機能の強化等のため、企画部から未来づくり推進局に主要施策の調査

研究に係る事務を移管し、企画部を地域振興部に改組する。

(２) 業務の実情等に対応してより機能的な組織となるよう、行政監察監を廃止し、総務部と統合する。

(３) その他所要の見直しを行う。

２ 条例の概要

(１) 主要施策の調査研究に関する事項を、未来づくり推進局（現行 企画部）の所掌事務とする。

(２) 企画部を地域振興部に改める。

(３) 行政監察監を廃止し、行政監察監が所掌していた事務を総務部に移管する。

(４) その他所要の規定の整備を行う。

(５) 施行期日等

ア 施行期日は、平成25年４月１日とする。

イ 次の条例について、所要の規定の整備を行う。

(ア) 鳥取県個人情報保護条例

(イ) 鳥取県情報公開条例

(ウ) 鳥取県男女共同参画推進条例

(エ) 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例

◇鳥取県職員定数条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

職員の定数管理を適切に行うため、知事の事務部局の職員、教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関

の職員等の定数を改める。

２ 条例の概要

(１) 次のとおり職員の定数を改める。

区 分
定 数

改正後 現 行

知事の事務部局の職員 2,910人 2,938人

一般会計支弁に係る職員 2,900人 2,928人

教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員 2,312人 2,326人

県立学校の職員 2,053人 2,065人

県立学校の職員以外の職員 259人 261人

人事委員会の事務局の職員 11人 12人

企業局の職員 59人 60人

県費負担教職員 4,202人 4,211人

(２) 施行期日は、平成25年４月１日とする。

◇鳥取県総合事務所設置条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

総合事務所の体制の見直しに伴い、その所管区域等を改めるとともに、新たに設置する県税事務所等の名

称、位置及び所管区域を定める。

２ 条例の概要

(１) 総合事務所
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ア 東部総合事務所、八頭総合事務所及び日野総合事務所を廃止する。

イ 西部総合事務所の所管区域に日野郡を加える。

ウ 県税の賦課及び徴収に関する事務を、所掌事務から削除する。

(２) 行政機関

県税事務所、福祉保健事務所、生活環境事務所、農林事務所、鳥獣対策センター及び県土整備事務所を新

たに設置し、名称、位置及び所管区域について定める。

(３) その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日等

ア 施行期日は、平成25年４月１日とする。

イ 次の条例について、所要の規定の整備を行う。

(ア) 職員の給与に関する条例

(イ) 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例

(ウ) 鳥取県屋外広告物条例

(エ) 鳥取県建築基準法施行条例

(オ) 鳥取県感染症診査協議会条例

(カ) 鳥取県保健所条例

(キ) 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例

(ク) 鳥取県採石条例

(ケ) 国営土地改良事業特別徴収金徴収条例

(コ) 鳥取県景観形成条例

◇鳥取県行政財産使用料条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

再生可能エネルギーの導入の促進を図るため、行政財産である建物の屋根等に太陽光発電設備を設置する場

合の使用料の額を引き下げる。

２ 条例の概要

(１) 建物の屋根等に太陽光発電設備を設置する場合の使用料の額は、使用許可を受ける者と知事が協議して

定める額（現行 １平方メートルにつき１月1,330円）とする。

(２) 次の場合の使用料の額は、年額1,500円であることを明記する。

ア 電気事業又は電気通信事業用の共架設備を設置するために土地を使用させる場合

イ 電気事業又は電気通信事業用の知事が定める設備を設置するために建物等を使用させる場合

(３) その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、平成25年４月１日とする。

◇鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

介護保険法の一部が改正され、指定居宅サービス事業者の基準等を条例で定めることとされたことから、当

該条例を定める事務は移譲対象から除くよう所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の基準等を定める事務については、当該事業

者の指定等の権限を移譲している南部箕蚊屋広域連合には移行しない（県の条例で定める基準等が適用され

る）ことを明記する。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、公布日とする。
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◇鳥取県統計調査条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

受益と負担の公平の確保を図るため、統計の作成等を知事等に委託する者が納める手数料の額を改める。

２ 条例の概要

(１) 委託により作成した統計表の提供に係る手数料の額を次のとおり引き下げる。

区分
金額

改 正 前 改 正 後

光ディスク（ＣＤ－Ｒ）に複写したものの交付 １枚につき50円 １枚につき30円

光ディスク（ＤＶＤ－Ｒ）に複写したものの交付 １枚につき90円 １枚につき50円

(２) 施行期日は、平成25年４月1日とする。

◇鳥取県環境影響評価条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

環境影響評価法及び環境影響評価法施行令の一部改正により、計画段階配慮書の手続の新設、環境保全措置

の実施状況の公表の義務付け及び風力発電事業の対象事業への追加が行われたことを踏まえ、条例による環境

影響評価についても同様の義務を課す等、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 事業者は、事業の位置、規模等を選定する計画立案段階において、環境の保全のために配慮すべき事項

の検討を行い、その結果を計画段階配慮書として作成し、及び公表しなければならないものとする。

(２) 事業者は、事後調査を行ったときは、事後調査報告書を作成した旨を公告し、縦覧に供するとともに、

インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないものとする。

(３) 環境影響評価の対象事業として、風力発電所の設置及び変更の事業を追加する。

(４) その他所要の規定の整備を行う。

(５) 施行期日等

ア 施行期日は、平成25年４月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県環境にやさしい木の住まい建設等助成条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

環境配慮住宅の建設促進、県産材の需要拡大及び地場産業の振興を図るため、助成要件及び助成額を見直す

とともに、条例の失効期限を３年間延長する等所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 助成額が加算される環境配慮住宅の要件及び加算額を次のように改める。

要 件
加算額

現行 改正後

環境への配慮に係る性能に関する評価が高いこと。 ５万円

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講
10万円

じられていること。 17万円

建築、維持管理等に関する情報が記録され、適切に
２万円

活用されること。

(２) 改修に対する助成の要件を県産材の使用量が0.3立方メートル以上（現行 １立方メートル以上）に改

める。

(３) 条例の失効期限を平成28年３月31日（現行 平成25年３月31日）まで延長する。

(４) その他所要の規定の整備を行う。

(５) 施行期日等
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ア 施行期日は、公布日とする(３)を除き、平成25年４月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。
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条 例

鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第14号

鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例

鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置） （設置）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条

第１項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を 第１項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を

分掌させるため、同項後段に規定する知事の直近下 分掌させるため、同項後段に規定する知事の直近下

位の内部組織として、次の部局を置く。 位の内部組織として、次の部局等を置く。

未来づくり推進局 未来づくり推進局

危機管理局 危機管理局

総務部 総務部

地域振興部 企画部

文化観光局 文化観光局

福祉保健部 福祉保健部

生活環境部 生活環境部

商工労働部 商工労働部

農林水産部 農林水産部

県土整備部 県土整備部

行政監察監

（未来づくり推進局の所掌事務） （未来づくり推進局の所掌事務）

第３条 未来づくり推進局の所掌事務は、次のとおり 第３条 未来づくり推進局の所掌事務は、次のとおり

とする。 とする。

(１) 県政推進上の重要政策の統轄、総合調整及び (１) 県政推進上の重要政策の統轄及び総合調整に

調査研究に関する事項 関する事項

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略

（総務部の所掌事務） （総務部の所掌事務）

第５条 総務部の所掌事務は、次のとおりとする。 第５条 総務部の所掌事務は、次のとおりとする。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

(９) 県の業務の実施状況の監察に関する事項

(10) 公益法人に係る事務の総括に関する事項

(11) 農業協同組合等の検査に関する事項
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(12) 建設事業の評価に関する事項

(13) その他他の部局の所掌に属しない事項 (９) その他他の部局等の所掌に属しない事項

（地域振興部の所掌事務） （企画部の所掌事務）

第６条 地域振興部の所掌事務は、次のとおりとす 第６条 企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

る。

(１) 主要施策に係る課題の調査検討に関する事項

(１) 略 (２) 略

(２) 略 (３) 略

(３) 略 (４) 略

(４) 略 (５) 略

(５) 略 (６) 略

(６) 略 (７) 略

(７) 県東部圏域の活性化に関する事項

（行政監察監の所掌事務）

第13条 削除 第13条 行政監察監の所掌事務は、次のとおりとす

る。

(１) 県の業務の実施状況の監察に関する事項

(２) 公益法人に係る事務の総括に関する事項

(３) 農業協同組合等の検査に関する事項

(４) 建設事業の評価に関する事項

（統轄監及び部局長） （統轄監及び部局等の長）

第14条 知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び 第14条 知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び

立案を行わせるため、統轄監及び部局の長（以下 立案を行わせるため、統轄監及び部局等の長を置

「部局長」という。）を置く。 く。

２ 部局等の長（以下「部局長等」という。）は、部

にあっては部長、局にあっては局長、行政監察監に

あっては行政監察監とする。

２ 統轄監は、前項の事務を処理するとともに、未来 ３ 統轄監は、第１項の事務を処理するとともに、未

づくり推進局長を指揮監督し、必要に応じて、部局 来づくり推進局長を指揮監督し、必要に応じて、部

の総合調整を行う。 局等の総合調整を行う。

３ 部局長は、第１項の事務を処理するとともに、部 ４ 部局長等は、第１項の事務を処理するとともに、

局の所掌事務をつかさどる。 部局等の所掌事務をつかさどる。

４ 部局長は、県行政全般にわたる総合的視野に立 ５ 部局長等は、県行政全般にわたる総合的視野に立

ち、統轄監とともに、相互に協力してその任に当た ち、統轄監とともに、相互に協力してその任に当た

るものとする。 るものとする。

（部局以外の組織及び分掌事務） （部局等以外の組織及び分掌事務）

第15条 第２条から前条までの規定にかかわらず、会 第15条 第２条から前条までの規定にかかわらず、会

計事務に関する事項及び庶務の集中処理に関する事 計事務に関する事項及び庶務の集中処理に関する事

項を分掌させるため、会計管理者を部局の外に置 項を分掌させるため、会計管理者を部局等の外に置

く。 く。

２・３ 略 ２・３ 略
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４ 会計管理者は、前項の事務を遂行するため、県行 ４ 会計管理者は、前項の事務を遂行するため、県行

政全般にわたる総合的視野に立ち、部局長と相互に 政全般にわたる総合的視野に立ち、部局長等と相互

協力してその任に当たるものとする。 に協力してその任に当たるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。

（鳥取県個人情報保護条例の一部改正）

２ 鳥取県個人情報保護条例（平成11年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（指針の作成等） （指針の作成等）

第32条 知事は、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議 第32条 知事（地方自治法第153条第１項の規定によ

会の意見を聴いて、事業者が個人情報を取り扱う際 り知事の権限に属する事務が委任されている場合に

に準拠すべき指針を作成し、これを公表しなければ あっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例

ならない。 （平成６年鳥取県条例第５号）第14条第２項に規定

する部局長等又は同条例第２条の規定により設置さ

れる部局等を構成する内部組織の長。以下同じ。）

は、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議会の意見を

聴いて、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべ

き指針を作成し、これを公表しなければならない。

２ 略 ２ 略

（鳥取県情報公開条例の一部改正）

３ 鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（会議の公開） （会議の公開）

第37条 略 第37条 略

２ 知事は、会議の公開に関し準拠すべき指針を定 ２ 知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第153

め、これを公表するものとする。 条第１項の規定により知事の権限に属する事務が委

任されている場合にあっては、当該委任を受けた鳥

取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第５号）第

14条第２項に規定する部局長等又は同条例第２条の

規定により設置される部局等を構成する内部組織の

長。以下同じ。）は、会議の公開に関し準拠すべき

指針を定め、これを公表するものとする。

（鳥取県男女共同参画推進条例の一部改正）

４ 鳥取県男女共同参画推進条例（平成12年鳥取県条例第83号）の一部を次のように改正する。

第37条中「企画部」を「地域振興部」に改める。

（鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部改正）

５ 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例（平成16年鳥取県条例第32号）の一部を次
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のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（調査等） （調査等）

第４条 知事は、放置自動車があるときは、当該放置 第４条 知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第

自動車の状況、所有者等その他の事項を調査すると 153条第１項の規定により知事の権限に属する事務

ともに、当該放置自動車の撤去を促すために当該放 が委任されている場合にあっては、当該委任を受け

置自動車に警告書を貼り付けることができる。 た鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第５

号）第14条第２項に規定する部局長等、同条例第２

条の規定により設置される部局等を構成する内部組

織の長その他の知事の権限に属する事務を処理する

ための組織を構成する機関の長。以下同じ。）は、

放置自動車があるときは、当該放置自動車の状況、

所有者等その他の事項を調査するとともに、当該放

置自動車の撤去を促すために当該放置自動車に警告

書をはり付けることができる。

２～５ 略 ２～５ 略
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鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第15号

鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例

鳥取県職員定数条例（平成６年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定数） （定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

(１) 知事の事務部局の職員 2,910人 (１) 知事の事務部局の職員 2,938人

ア 一般会計支弁に係る職員 2,900人 ア 一般会計支弁に係る職員 2,928人

イ 略 イ 略

(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機 (２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機

関の職員 2,312人 関の職員 2,326人

ア 県立学校の職員 2,053人 ア 県立学校の職員 2,065人

イ アに掲げる職員以外の職員 259人 イ アに掲げる職員以外の職員 261人

(３)・(４) 略 (３)・(４) 略

(５) 人事委員会の事務局の職員 11人 (５) 人事委員会の事務局の職員 12人

(６)・(７) 略 (６)・(７) 略

(８) 企業局の職員 59人 (８) 企業局の職員 60人

(９) 略 (９) 略

(10) 県費負担教職員 4,202人 (10) 県費負担教職員 4,211人

２ 略 ２ 略

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。
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鳥取県総合事務所設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第16号

鳥取県総合事務所設置条例の一部を改正する条例

鳥取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

鳥取県総合事務所等設置条例 鳥取県総合事務所設置条例

（趣旨）

第１条 この条例は、他の条例に定めるものを除くほ

か、地方自治法（昭和22年法律第67号）第155条第

１項に規定する地方事務所及び同法第156条第１項

に規定する行政機関の設置並びに位置、名称及び所

管区域について定めるものとする。

（総合事務所） （設置）

第２条 次に掲げる事務を総合的に所掌させるため、 第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第155条

総合事務所を設置する。 第１項の規定に基づき、次に掲げる事務を所掌させ

るため、総合事務所を設置する。

(１) 略 (１) 略

(２) 危機管理に関する事務 (２) 県税の賦課及び徴収に関する事務

(３)～(９) 略 (３)～(９) 略

(10) 農業、林業及び内水面漁業に関する事務 (10) 農業、林業及び水産業に関する事務

(11) 略 (11) 略

２ 総合事務所の名称、位置及び所管区域は、次のと ２ 前項の規定にかかわらず、鳥取県東部総合事務所

おりとする。 は同項第９号に掲げる事務を所掌せず、鳥取県八頭

総合事務所が所掌する同号に掲げる事務は、雇用対

策に関する事務に限るものとする。

名称 位置 所管区域

鳥取県中部 倉吉市 倉吉市及び東伯郡

総合事務所

鳥取県西部 米子市 米子市、境港市、西伯郡及

総合事務所 び日野郡

３ 鳥取県西部総合事務所の所掌事務のうち主として

日野郡の区域に係る事務の一部を分掌させるため、

日野郡日野町に鳥取県西部総合事務所日野振興セン

ターを設置する。

（名称、位置及び所管区域）
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第２条 総合事務所の名称、位置及び所管区域は、次

のとおりとする。

名称 位置 所管区域

鳥取県東部 鳥取市 鳥取市及び岩美郡

総合事務所

鳥取県八頭 八頭郡八 八頭郡

総合事務所 頭町

鳥取県中部 倉吉市 倉吉市及び東伯郡

総合事務所

鳥取県西部 米子市 米子市、境港市及び西伯郡

総合事務所

鳥取県日野 日野郡日 日野郡

総合事務所 野町

２ 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

区域に係る同表の中欄に掲げる事務は、同表の右欄

に掲げる総合事務所が所掌する。

区域 事務 総合事務所

鳥取市及び 前条第１項第10号に掲げ 鳥取県八頭

岩美郡 る事務（林道に関する事 総合事務所

務に限る。）

八頭郡 前条第１項第２号、第７ 鳥取県東部

号及び第８号に掲げる事 総合事務所

務

米子市、境 前条第１項第10号に掲げ 鳥取県日野

港市及び西 る事務（林道及び林業の 総合事務所

伯郡 普及指導に関する事務に

限る。）

日野郡 前条第１項第２号に掲げ 鳥取県西部

る事務、同項第７号に掲 総合事務所

げる事務（生活保護並び

に母子及び寡婦の福祉に

関する事務その他知事が

別に定める事務を除

く。）及び同項第８号に

掲げる事務（自然公園に

関する事務その他知事が

別に定める事務を除

く。）

（県税事務所）

第３条 県税の賦課徴収に関する事務を所掌させるた

め、県税事務所を設置する。

２ 県税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のと

おりとする。

名称 位置 所管区域
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鳥取県東部 鳥取市 鳥取市、岩美郡及び八頭郡

県税事務所

鳥取県中部 倉吉市 倉吉市及び東伯郡

県税事務所

鳥取県西部 米子市 米子市、境港市、西伯郡及

県税事務所 び日野郡

３ 鳥取県西部県税事務所の所掌事務のうち日野郡の

区域に係る事務の一部を分掌させるため、日野郡日

野町に鳥取県西部県税事務所日野支所を設置する。

（福祉保健事務所）

第４条 第２条第１項第７号に掲げる事務を所掌させ

るため、福祉保健事務所を設置する。

２ 福祉保健事務所の名称、位置及び所管区域は、次

のとおりとする。

名称 位置 所管区域

鳥取県東部 鳥取市 鳥取市、岩美郡及び八頭郡

福祉保健事

務所

（生活環境事務所）

第５条 第２条第１項第８号に掲げる事務を所掌させ

るため、生活環境事務所を設置する。

２ 生活環境事務所の名称、位置及び所管区域は、次

のとおりとする。

名称 位置 所管区域

鳥取県東部 鳥取市 鳥取市、岩美郡及び八頭郡

生活環境事

務所

（農林事務所）

第６条 第２条第１項第10号に掲げる事務を所掌させ

るため、農林事務所を設置する。

２ 農林事務所の名称、位置及び所管区域は、次のと

おりとする。

名称 位置 所管区域

鳥取県東部 鳥取市 鳥取市、岩美郡及び八頭郡

農林事務所

３ 鳥取県東部農林事務所の所掌事務のうち主として

八頭郡の区域に係る事務の一部を分掌させるため、

八頭郡八頭町に鳥取県東部農林事務所八頭事務所を

設置する。

（鳥獣対策センター）

第７条 野生鳥獣による農作物等に対する被害の防止
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に関する事務を所掌させるため、鳥獣対策センター

を設置する。

２ 鳥獣対策センターの名称、位置及び所管区域は、

次のとおりとする。

名称 位置 所管区域

鳥取県鳥獣 八頭郡八 鳥取県

対策センタ 頭町

ー

（県土整備事務所）

第８条 第２条第１項第11号に掲げる事務を所掌させ

るため、県土整備事務所を設置する。

２ 県土整備事務所の名称、位置及び所管区域は、次

のとおりとする。

名称 位置 所管区域

鳥取県鳥取 鳥取市 鳥取市及び岩美郡

県土整備事

務所

鳥取県八頭 八頭郡八 八頭郡

県土整備事 頭町

務所

（総合事務所等の長） （総合事務所の長）

第９条 総合事務所及び第３条から前条までに規定す 第３条 各総合事務所にそれぞれその長（以下「総合

る行政機関にそれぞれその長（以下「所長」とい 事務所長」という。）を置く。

う。）を置く。

２ 所長は、それぞれの機関の所掌事務をつかさど ２ 総合事務所長は、総合事務所の所掌事務をつかさ

る。 どる。

３ 総合事務所の所長は、前項の事務を遂行するた ３ 総合事務所長は、前項の事務を遂行するため、県

め、県行政全般にわたる総合的視野に立ち、その任 行政全般にわたる総合的視野に立ち、その任に当た

に当たるものとする。 るものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

２ 職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第11 医療職給料表級別標準職務表（第３条関 別表第11 医療職給料表級別標準職務表（第３条関

係） 係）

ア 略 ア 略

イ 医療職給料表(２)級別標準職務表 イ 医療職給料表(２)級別標準職務表

職務の級 標準的な職務 職務の級 標準的な職務
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略 略

３級 係長の職務 ３級 総合事務所（鳥取県総合事務所設置条

例（平成15年鳥取県条例第40号）第１

条の規定に基づき設置されるものをい

う。以下同じ。）の係長の職務

４級 困難な業務を行う係長の職務 ４級 困難な業務を行う総合事務所の係長の

職務

５級 課長補佐の職務 ５級 総合事務所の課長補佐の職務

６級 課長の職務 ６級 総合事務所の課長の職務

７級 困難な業務を所掌する課長の職務 ７級 困難な業務を所掌する総合事務所の課

長の職務

ウ 略 ウ 略

（鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正）

３ 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和34年鳥取県条例第49号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入居者の公募） （入居者の公募）

第３条 知事は、県営住宅の入居者を公募しようとす 第３条 知事（地方自治法第153条第１項の規定によ

るときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居 り知事の権限に属する事務が委任されている場合に

に必要な事項を新聞、掲示等住民が周知できるよう あっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例

な方法で公表するものとする。 （平成６年鳥取県条例第５号）第14条第２項に規定

する生活環境部長若しくは同条例第２条の規定によ

り設置される生活環境部を構成する内部組織の長又

は鳥取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例

第40号）第３条に規定する総合事務所長。以下同

じ。）は、県営住宅の入居者を公募しようとすると

きは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必

要な事項を新聞、掲示等住民が周知できるような方

法で公表するものとする。

（鳥取県屋外広告物条例の一部改正）

４ 鳥取県屋外広告物条例（昭和37年鳥取県条例第31号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（禁止） （禁止）

第２条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物 第２条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物

を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27 (１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27

条の規定により指定された国宝及び重要文化財並 条の規定により指定された国宝及び重要文化財並

びに鳥取県文化財保護条例（昭和34年鳥取県条例 びに鳥取県文化財保護条例（昭和34年鳥取県条例

第50号）第４条第１項の規定により指定された鳥 第50号）第４条第１項の規定により指定された鳥

取県指定保護文化財の周囲で、知事が指定する範 取県指定保護文化財の周囲で、知事（地方自治法
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囲内にある地域 （昭和22年法律第67号）第153条第１項の規定に

より知事の権限に属する事務が委任されている場

合にあっては、当該委任を受けた鳥取県総合事務

所設置条例（平成15年鳥取県条例第40号）第３条

に規定する総合事務所長又は鳥取県行政組織条例

（平成６年鳥取県条例第５号）第２条の規定によ

り設置される生活環境部を構成する内部組織の

長。以下同じ。）が指定する範囲内にある地域

(２)～(７) 略 (２)～(７) 略

２・３ 略 ２・３ 略

（業務主任者の選任等） （業務主任者の選任等）

第10条の11 屋外広告業者は、第10条の３第１項第２ 第10条の11 屋外広告業者は、第10条の３第１項第２

号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主 号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主

任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければ 任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければ

ならない。 ならない。

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(３) 他の都道府県又は地方自治法（昭和22年法律 (３) 他の都道府県又は地方自治法第252条の19第

第67号）第252条の19第１項の指定都市若しくは １項の指定都市若しくは同法第252条の22第１項

同法第252条の22第１項の中核市が行う法第10条 の中核市が行う法第10条第２項第３号ロの講習会

第２項第３号ロの講習会の課程を修了した者 の課程を修了した者

(４)・(５) 略 (４)・(５) 略

２ 略 ２ 略

（鳥取県建築基準法施行条例の一部改正）

５ 鳥取県建築基準法施行条例（昭和47年鳥取県条例第43号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（災害危険区域内における建築の制限） （災害危険区域内における建築の制限）

第３条 災害危険区域内においては、住居の用に供す 第３条 災害危険区域内においては、住居の用に供す

る建築物を建築してはならない。ただし、知事が建 る建築物を建築してはならない。ただし、知事（地

築物の構造若しくは敷地の状況又は災害を防止する 方自治法（昭和22年法律第67号）第153条第１項の

ための措置の状況により安全上支障がないと認めて 規定により知事の権限に属する事務が委任されてい

許可した場合においては、この限りでない。 る場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県総合事

務所設置条例（平成15年鳥取県条例第40号）第３条

に規定する総合事務所長。以下同じ。）が建築物の

構造若しくは敷地の状況又は災害を防止するための

措置の状況により安全上支障がないと認めて許可し

た場合においては、この限りでない。

（鳥取県感染症診査協議会条例の一部改正）

６ 鳥取県感染症診査協議会条例（平成11年鳥取県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前
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（名称） （名称）

第２条 協議会の名称は、次のとおりとする。 第２条 協議会の名称は、次のとおりとする。

名称 関係保健所 名称 関係保健所

略 略

鳥取県西部感染症診査協 鳥取県米子保健所 鳥取県西部感染症診査協 鳥取県米子保健所及び

議会 議会 鳥取県日野保健所

（鳥取県保健所条例の一部改正）

７ 鳥取県保健所条例（平成12年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改 正 後 改 正 前

（名称、位置及び所管区域） （名称、位置及び所管区域）

第２条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のと 第２条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のと

おりとする。 おりとする。

名称 位置 所管区域 名称 位置 所管区域

略 略

鳥取県米子保 米子市 米子市、境港市、西 鳥取県米子保 米子市 米子市、境港市及び

健所 伯郡及び日野郡 健所 西伯郡

鳥取県日野保 日野町 日野郡

健所

２ 前項の規定にかかわらず、日野郡の区域に係る事

務は、感染症その他の疾病の予防並びに精神保健及

び精神障害者の福祉に関する事務その他知事が別に

定める事務を除き、鳥取県米子保健所が所掌する。

（鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正）

８ 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例（平成13年鳥取県条例第48号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（緊急時の措置） （緊急時の措置）

第16条 特定動物の飼い主は、その飼育する特定動物 第16条 特定動物の飼い主は、その飼育する特定動物

が飼育施設から逃げ出したときは、直ちに所管の鳥 が飼育施設から逃げ出したときは、直ちに所管の鳥

取県総合事務所等設置条例（平成15年鳥取県条例第 取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例第40

40号）第２条の規定により設置された総合事務所、 号）第１条の規定により設置された総合事務所又は

同条例第５条の規定により設置された生活環境事務 警察署に通報するとともに、当該特定動物の捕獲等

所又は警察署に通報するとともに、当該特定動物の を行い、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防

捕獲等を行い、人の生命、身体又は財産に対する侵 止しなければならない。

害を防止しなければならない。

２・３ 略 ２・３ 略

（鳥取県採石条例の一部改正）
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９ 鳥取県採石条例（平成15年鳥取県条例第72号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（採石業者の義務） （採石業者の義務）

第４条 略 第４条 略

２ 略 ２ 略

３ 採石業者は、採石場において災害が発生したとき ３ 採石業者は、採石場において災害が発生したとき

は、直ちに、その災害の状況を知事に報告しなけれ は、直ちに、その災害の状況を知事（地方自治法

ばならない。 （昭和22年法律第67号）第153条第１項の規定によ

り知事の権限に属する事務が委任されている場合に

あっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例

（平成６年鳥取県条例第５号）第14条第２項に規定

する県土整備部長若しくは同条例第２条の規定によ

り設置される県土整備部を構成する内部組織の長又

は鳥取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例

第40号）第３条に規定する総合事務所長。以下同

じ。）に報告しなければならない。

（国営土地改良事業特別徴収金徴収条例の一部改正）

10 国営土地改良事業特別徴収金徴収条例（平成19年鳥取県条例第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特別徴収金の額） （特別徴収金の額）

第３条 前条第１項の特別徴収金の額は、第１号に定 第３条 前条第１項の特別徴収金の額は、第１号に定

める額に第３号に定める割合を乗じて得た額から第 める額に第３号に定める割合を乗じて得た額から第

２号に定める額に第３号に定める割合を乗じて得た ２号に定める額に第３号に定める割合を乗じて得た

額を差し引いて得られる額を限度として知事が定め 額を差し引いて得られる額を限度として知事（地方

る額とする。 自治法（昭和22年法律第67号）第153条第１項の規

定により知事の権限に属する事務が委任されている

場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県総合事務

所設置条例（平成15年鳥取県条例第40号）第３条に

規定する総合事務所長。以下同じ。）が定める額と

する。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

（鳥取県景観形成条例の一部改正）

11 鳥取県景観形成条例（平成19年鳥取県条例第14号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（景観計画の策定） （景観計画の策定）

第８条 知事は、対象区域における景観形成を総合的 第８条 知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第

かつ計画的に推進するため、景観計画を定めるもの 153条第１項の規定により知事の権限に属する事務
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とする。 が委任されている場合にあっては、当該委任を受け

た鳥取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例

第40号）第３条に規定する総合事務所長。以下同

じ。）は、対象区域における景観形成を総合的かつ

計画的に推進するため、景観計画を定めるものとす

る。

２ 略 ２ 略
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鳥取県行政財産使用料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第17号

鳥取県行政財産使用料条例の一部を改正する条例

鳥取県行政財産使用料条例（昭和39年鳥取県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１ 土地 １ 土地

区分 使用料 区分 使用料

単位 金額 単位 金額

電気事業又 共架設備 使用する電 1,500円 電気事業及び電気通信 電気通信事

は電気通信 柱又は電話 事業のため使用させる 業法施行令

事業のため 柱１本につ 場合 （昭和60年

使用させる き１年 政令第 7 5

場合 その他の 電気通信事 号）別表第

もの（知 業法施行令 １に定める

事が別に （昭和60年 額

定めるも 政令第 7 5

の を 除 号）別表第

く。） １に定める

額

略 略

２ 建物その他の工作物 ２ 建物

区分 使用料 区分 使用料

単位 金額 単位 金額

電気事業又は電気通信 使用場所１ 1,500円

事業のため使用させる 箇所につき

場合（知事が別に定め １年

る設備を設置する場合

に限る。）

太陽光発電設備による 使用の許可

発電のため使用させる を受ける者

場合 と知事が協

議して定め

る額

会議室 県庁舎講堂 １時間 6,610円 会議室 県庁舎講堂 １時間 6,610円

として 県庁舎 非木造 使用面積１ 10円 として 県庁舎 非木造 使用面積１ 10円

使用さ 講堂以 平方メート 使用さ 講堂以 平方メート

せる場 外の会 木造 ルにつき１ ５円 せる場 外の会 木造 ルにつき１ ５円
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合 議室 時間 合 議室 時間

通勤等のため駐車場と 使用面積１ 使用の許可 通勤等のため駐車場と 使用面積１ 使用の許可

して使用させる場合 平方メート を受ける者 して使用させる場合 平方メート を受ける者

ルにつき１ の受益の程 ルにつき１ の受益の程

年 度、近傍類 年 度、近傍類

似の建物の 似の建物の

賃貸料等を 賃貸料等を

勘案して知 勘案して知

事が別に定 事が別に定

める額 める額

海水をくみ上げて供給 当該設備を 53円

するための設備（知事 使用してく

が別に指定するものに み 上 げ ら

限る。）を使用させる れ、かつ、

場合 供給される

海水１立方

メートルに

つき

その他 県庁舎、東部 使用面積１ 2,160円 その他 県庁舎、東部 使用面積１ 2,160円

の場合 庁舎及び警察 平方メート の場合 総合事務所の 平方メート

本部庁舎 ルにつき１ 建物及び警察 ルにつき１

月 本部庁舎 月

県 庁 非木造 1,330円 県 庁 非木造 1,330円

舎、東 舎、東

部庁舎 部総合

及び警 事務所

察本部 の建物

庁舎以 木造 430円 及び警 木造 430円

外の建 察本部

物 庁舎以

外の建

物

３ 工作物

区分 使用料

単位 金額

海水をくみ上げて供給 当該設備を 53円

するための設備（知事 使用してく

が別に指定するものに み 上 げ ら

限る。） れ、かつ、

供給される

海水１立方

メートルに

つき

備考 備考
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１～３ 略 １～３ 略

４ 「共架設備」とは、電柱又は電話柱を設置

する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置

する電線その他の設備をいうものとする。

５ 略 ４ 略

６ 建物その他の工作物のうち使用料の額が年 ５ 建物のうち使用料の額が年額で定められて

額で定められているものに係る使用期間が１ いるものに係る使用期間が１年未満であると

年未満であるとき若しくはその期間に１年未 き若しくはその期間に１年未満の端数がある

満の端数があるとき又は使用料の額が月額で とき又は使用料の額が月額で定められている

定められているものに係る使用期間が１月未 ものに係る使用期間が１月未満であるとき若

満であるとき若しくはその期間に１月未満の しくはその期間に１月未満の端数があるとき

端数があるときは、次に定めるところにより は、日割りをもって計算するものとする。た

計算するものとする。 だし、これにより難い場合は、知事が別に定

めるところによるものとする。

(１) 電気事業又は電気通信事業のため使用

させる場合にあっては、月割りをもって計

算し、なお１月未満の端数があるときは、

１月として計算する。

(２) (１)以外の場合にあっては、日割りを

もって計算する。ただし、これにより難い

場合は、知事が別に定めるところによる。

７ 略 ６ 略

８ 略 ７ 略

９ 略 ８ 略

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。
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鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第18号

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年鳥取県条例第35号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務 市町村等 事務 市町村等

略 略

８ 介護保険法（平成９年法律第123 略 ８ 介護保険法（平成９年法律第123 略

号）に基づく事務のうち、次に掲げる 号）に基づく事務のうち、次に掲げる

もの（同法第70条第２項第１号（同法 もの

第70条の２第４項において準用する場

合を含む。）、第74条第１項及び第２

項、第115条の２第２項第１号（同法

第115条の11において準用する同法第

70条の２第４項において準用する場合

を含む。）並びに第115条の４第１項

及び第２項の条例を定める事務を除

く。）

(１)～(48) 略 (１)～(48) 略

略 略

19の２ 化製場等に関する法律に基づく 略 19の２ 化製場等に関する法律に基づく 略

事務のうち、次に掲げるもの（同法第 事務のうち、次に掲げるもの

９条第１項、第２項及び第４項の条例

を定める事務を除く。）

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

略 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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鳥取県統計調査条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第19号

鳥取県統計調査条例の一部を改正する条例

鳥取県統計調査条例（昭和25年鳥取県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料） （手数料）

第12条 前条の規定により統計の作成等を知事等に委 第12条 前条の規定により統計の作成等を知事等に委

託する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 託する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額を手数料として県に納めなけれ 当該各号に定める額を手数料として県に納めなけれ

ばならない。 ばならない。

(１) 統計の作成等のうち統計表の作成のみを知事 (１) 統計の作成等のうち統計表の作成のみを知事

等に委託する場合であって、委託を受けた知事等 等に委託する場合であって、委託を受けた知事等

が当該統計表の作成を調査実施機関の職員に行わ が当該統計表の作成を調査実施機関の職員に行わ

せるとき 次に掲げる額の合計額 せるとき 次に掲げる額の合計額

ア 略 ア 略

イ 統計成果物（委託により作成した統計表をい イ 統計成果物（委託により作成した統計表をい

う。以下この号において同じ。）の提供に関す う。以下この号において同じ。）の提供に関す

る次に掲げる方法の区分に応じ、それぞれに定 る次に掲げる方法の区分に応じ、それぞれに定

める額 める額

(ア) 光ディスク（日本工業規格Ｘ0606及びＸ (ア) 光ディスク（日本工業規格Ｘ0606及びＸ

6281に適合する直径120ミリメートルの光デ 6281に適合する直径120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが可能なも ィスクの再生装置で再生することが可能なも

のに限る。）に複写したものの交付 １枚に のに限る。）に複写したものの交付 １枚に

つき30円 つき50円

(イ) 光ディスク（日本工業規格Ｘ6241に適合 (イ) 光ディスク（日本工業規格Ｘ6241に適合

する直径120ミリメートルの光ディスクの再 する直径120ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なものに限 生装置で再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付 １枚につき る。）に複写したものの交付 １枚につき

50円 90円

ウ 略 ウ 略

(２) 前号に掲げる場合以外の場合 知事等が委託 (２) 前号に掲げる場合以外の場合 知事等が統計

に係る業務に要する費用として同号に定める額を の作成等その他委託に係る業務に要する費用とし

参酌して定める額 て定める額

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。
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鳥取県環境影響評価条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第20号

鳥取県環境影響評価条例の一部を改正する条例

鳥取県環境影響評価条例（平成10年鳥取県条例第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章・第２章 略 第１章・第２章 略

第３章 配慮書（第４条の２―第４条の８） 第３章 準備書の作成前の手続

第１節 方法書の作成等（第５条―第10条）

第２節 環境影響評価の実施等（第11条・第12

条）

第４章 方法書（第５条―第10条）

第５章 環境影響評価の実施等（第11条・第12条）

第６章 略 第４章 略

第７章 略 第５章 略

第８章 略 第６章 略

第９章 略 第７章 略

第10章 略 第８章 略

第11章 略 第９章 略

第12章 略 第10章 略

第13章 略 第11章 略

附則 附則

（定義） （定義）

第２条 略 第２条 略

２ 略 ２ 略

３ この条例において「特別地域」とは、環境の保全 ３ この条例において「特別地域」とは、環境の保全

に関して特に配慮すべき次に掲げる地域をいう。 に関して特に配慮すべき次に掲げる地域をいう。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる (５) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる

ものとして事業の種類ごとに規則で定める地域 ものとして別表に掲げる事業の種類ごとに規則で

定める地域

４・５ 略 ４・５ 略

第３章 配慮書 第３章 準備書の作成前の手続

（計画段階配慮事項についての検討）

第４条の２ 事業者は、対象事業に係る計画の立案の
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段階において、対象事業が実施されるべき区域その

他の技術指針で定める事項を決定するに当たって

は、技術指針で定めるところにより、１又は２以上

の当該対象事業の実施が想定される区域（以下「事

業実施想定区域」という。）における当該対象事業

に係る環境の保全のために配慮すべき事項（以下

「計画段階配慮事項」という。）についての検討を

行わなければならない。

（配慮書の作成）

第４条の３ 事業者は、計画段階配慮事項についての

検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載

した計画段階環境配慮書（以下「配慮書」とい

う。）を作成しなければならない。

(１) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、そ

の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地）

(２) 対象事業の目的及び内容

(３) 事業実施想定区域及びその周囲の概況

(４) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価

の結果をとりまとめたもの

(５) その他規則で定める事項

（配慮書の送付）

第４条の４ 事業者は、配慮書を作成したときは、規

則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る

環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管

轄する市町村長に対し、配慮書及びこれを要約した

書類（次条において「要約書」という。）を送付し

なければならない。

（配慮書についての公告及び縦覧）

第４条の５ 事業者は、配慮書を作成したときは、事

業実施想定区域における計画段階配慮事項について

環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で

定めるところにより、配慮書を作成した旨その他規

則で定める事項を公告し、公告の日から起算して１

月間、配慮書及び要約書を前条に規定する地域内に

おいて縦覧に供するとともに、規則で定めるところ

により、インターネットの利用その他の方法により

公表しなければならない。

（配慮書についての意見書の提出）

第４条の６ 配慮書について環境の保全の見地からの

意見を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦
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覧期間満了の日までの間に、事業者に対し、意見書

の提出により、これを述べることができる。

２ 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で

定める。

（配慮書についての意見の概要等の送付）

第４条の７ 事業者は、前条第１項の期間を経過した

後、知事及び第４条の４に規定する地域を管轄する

市町村長に対し、規則で定めるところにより、同項

の規定により述べられた意見の概要及び当該意見に

ついての事業者の見解を記載した書類を送付しなけ

ればならない。

（配慮書についての知事等の意見）

第４条の８ 知事は、前条の規定による送付を受けた

ときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、配

慮書について環境の保全の見地からの意見を書面に

より述べるものとする。

２ 前項の場合において、知事は、期間を指定して、

配慮書について前条に規定する市町村長の環境の保

全の見地からの意見を求めるものとする。

３ 第１項の場合において、知事は、前項の規定によ

る市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載され

た意見及び事業者の見解に配慮するとともに、鳥取

県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

第１節 方法書の作成等

第４章 方法書

（方法書の作成） （方法書の作成）

第５条 事業者は、配慮書の内容を踏まえるととも 第５条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行

に、前条第１項の意見を勘案して、対象事業が実施 う方法（調査、予測及び評価に係るものに限る。）

されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決 について、技術指針で定めるところにより、次に掲

定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法（調 げる事項を記載した環境影響評価方法書（以下「方

査、予測及び評価に係るものに限る。）について、 法書」という。）を作成しなければならない。

技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した環境影響評価方法書（以下「方法書」とい

う。）を作成しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 第４条の３第４号に掲げる事項

(５) 前条第１項の意見

(６) 前号の意見についての事業者の見解

(７) 略 (４) 略

(８) その他規則で定める事項



- 28 -

平成25年３月26日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第23号

第２節 環境影響評価の実施等

第５章 環境影響評価の実施等

（環境影響評価の項目等の選定） （環境影響評価の項目等の選定）

第11条 事業者は、前条第１項の意見を勘案するとと 第11条 事業者は、前条第１項の意見を勘案するとと

もに、第８条第１項の意見に配慮して第５条第７号 もに、第８条第１項の意見に配慮して第５条第４号

に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるとこ に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるとこ

ろにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並び ろにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並び

に調査、予測及び評価の手法を選定しなければなら に調査、予測及び評価の手法を選定しなければなら

ない。 ない。

第６章 準備書 第４章 準備書

（準備書の作成） （準備書の作成）

第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る 第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る

環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果 環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果

について環境の保全の見地からの意見を聴くための について環境の保全の見地からの意見を聴くための

準備として、技術指針で定めるところにより、当該 準備として、技術指針で定めるところにより、当該

結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価 結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価

準備書（以下「準備書」という。）を作成しなけれ 準備書（以下「準備書」という。）を作成しなけれ

ばならない。 ばならない。

(１) 第５条第１号から第６号までに掲げる事項 (１) 第５条第１号から第３号までに掲げる事項

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略

(７) 事後調査の内容（事後調査を実施しない場合 (７) 事後調査の内容

は、その理由）

(８) 略 (８) 略

(９) その他規則で定める事項

第７章 評価書 第５章 評価書

第８章 対象事業の内容の修正等 第６章 対象事業の内容の修正等

（対象事業の廃止等） （対象事業の廃止等）

第27条 事業者は、第４条の４の規定による配慮書の 第27条 事業者は、第６条の規定による方法書の送付

送付から第25条の規定による公告を行うまでの間に から第25条の規定による公告を行うまでの間におい

おいて、次の各号のいずれかに該当することとなっ て、次の各号のいずれかに該当することとなった場

た場合には、知事並びに第４条の４又は第６条に規 合には、知事並びに第６条に規定する区域を管轄す

定する地域を管轄する市町村長及び関係市町村長に る市町村長及び関係市町村長にその旨を通知すると

その旨を通知するとともに、規則で定めるところに ともに、規則で定めるところにより、その旨を公告

より、その旨を公告しなければならない。 しなければならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 第４条の３第２号又は第５条第２号に掲げる (２) 第５条第２号に掲げる事項を修正した場合に

事項を修正した場合において当該修正後の事業が おいて当該修正後の事業が対象事業に該当しない

対象事業に該当しないこととなったとき。 こととなったとき。

(３) 略 (３) 略
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２ 略 ２ 略

第９章 評価書の公告及び縦覧後の手続 第７章 評価書の公告及び縦覧後の手続

（事後調査報告書の作成等） （事後調査報告書の作成等）

第33条 事業者は、事後調査を行ったときは、技術指 第33条 事業者は、事後調査を行ったときは、次に掲

針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し げる事項を記載した報告書（以下「事後調査報告

た報告書（以下「事後調査報告書」という。）を作 書」という。）を作成し、知事及び関係市町村長に

成し、知事及び関係市町村長に送付しなければなら 送付しなければならない。

ない。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

２・３ 略 ２・３ 略

（事後調査報告書についての公告及び縦覧）

第33条の２ 事業者は、事後調査を行ったときは、規

則で定めるところにより、事後調査報告書を作成し

た旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日か

ら起算して１月間、事後調査報告書を関係地域内に

おいて縦覧に供するとともに、規則で定めるところ

により、インターネットの利用その他の方法により

公表しなければならない。

第10章 環境影響評価その他の手続に関する特 第８章 環境影響評価その他の手続に関する特

例等 例等

第11章 法の対象事業等に係る手続 第９章 法の対象事業等に係る手続

（法の対象事業についての意見） （法の対象事業についての意見）

第38条 知事は、法第３条の７第１項の規定により意 第38条 知事は、法第10条第１項又は法第20条第１項

見を求められたとき、又は法第10条第１項若しくは の意見を述べようとするときは、鳥取県環境影響評

第20条第１項の意見を述べようとするときは、鳥取 価審査会の意見を聴くものとする。

県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

（法の対象事業の事業内容の修正等の場合の手続） （法の対象事業の事業内容の修正の場合の手続）

第39条 法第３条の９第１項第２号又は第30条第１項 第39条 法第30条第１項第２号に規定する場合におい

第２号に規定する場合において、当該修正後の事業 て、当該修正後の事業が対象事業に該当するとき

が対象事業に該当するときは、法の規定により行わ は、法の規定により行われた環境影響評価その他の

れた環境影響評価その他の手続は、この条例の規定 手続は、この条例の規定により行われたものとみな

により行われたものとみなす。 す。

２ 法第２条第３項に規定する第２種事業について法

第４条第３項第２号の措置がとられた場合において

その事業が対象事業に該当するときは、法第３条の

10第２項の規定により適用する法第３条の２から第

３条の９までの規定により行われた配慮書の作成そ
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の他の手続は、この条例の規定により行われたもの

とみなす。

第12章 鳥取県環境影響評価審査会 第10章 鳥取県環境影響評価審査会

第13章 雑則 第11章 雑則

（勧告及び公表） （勧告及び公表）

第51条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当 第51条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措 すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措

置を講ずるよう勧告することができる。 置を講ずるよう勧告することができる。

(１) 略 (１) 略

(２) 虚偽の記載をした配慮書、方法書、準備書、 (２) 虚偽の記載をした方法書、準備書、評価書、

評価書、事後調査計画書又は事後調査報告書を送 事後調査計画書又は事後調査報告書を送付したと

付したとき。 き。

(３)～(６) 略 (３)～(６) 略

２ 知事は、前項の規定による勧告をしようとすると ２ 知事は、前項の規定による勧告をしようとすると

きは、事業者に対し、鳥取県行政手続条例（平成６ きは、事業者に対し、鳥取県行政手続条例（平成６

年鳥取県条例第34号）第３章第３節の規定の例によ 年12月鳥取県条例第34号）第３章第３節の規定の例

り、弁明の機会を付与するものとする。 により、弁明の機会を付与するものとする。

３ 略 ３ 略

（隣接県の知事との協議） （隣接県の知事との協議）

第52条 知事は、第４条の４若しくは第６条に規定す 第52条 知事は、第６条に規定する地域又は関係地域

る地域又は関係地域に本県の区域に属しない地域が に本県の区域に属しない地域が含まれているとき

含まれているときは、環境影響評価その他の手続に は、環境影響評価その他の手続に関して、当該地域

関して、当該地域を管轄する知事と協議するものと を管轄する知事と協議するものとする。この場合に

する。この場合においては、第４条の８第２項、第 おいては、第10条第２項、第19条第２項及び第22条

10条第２項、第19条第２項及び第22条第２項中「市 第２項中「市町村長」とあるのは、「市町村長（本

町村長」とあるのは、「市町村長（本県の区域に属 県の区域に属しない地域を管轄する市町村長を除

しない地域を管轄する市町村長を除く。）」とす く。）」とする。

る。

（市町村との関係） （市町村との関係）

第53条 略 第53条 略

２ 前項の場合において、第４条の４若しくは第６条 ２ 前項の場合において、関係地域に当該市町村以外

に規定する地域又は関係地域に当該市町村以外の区 の区域が含まれているときは、当該市町村長は、環

域が含まれているときは、当該市町村長は、環境影 境影響評価その他の手続に関して、知事と協議しな

響評価その他の手続に関して、知事と協議しなけれ ければならない。

ばならない。

（適用除外） （適用除外）

第54条 略 第54条 略

２ 第３章から第10章までの規定は、次に掲げる事業 ２ 第３章から第８章までの規定は、次に掲げる事業

については、適用しない。 については、適用しない。
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(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 水力発電所、火力発電所（地熱を利用するも (５) 発電所の設置及び変更の事業

のを含む。）及び風力発電所の設置及び変更の事

業

(６)～(16) 略 (６)～(16) 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の鳥取県環境影響評価条例第３章の規定は、この条例の施行の日前に鳥取県環境影響評価条例第７条

又は環境影響評価法（平成９年法律第81号）第７条の規定による公告を行った事業については、適用しない。

３ 改正後の鳥取県環境影響評価条例第33条の２の規定は、この条例の施行の日以後に鳥取県環境影響評価条例

第25条の規定による公告を行った事業について適用する。
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鳥取県環境にやさしい木の住まい建設等助成条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第21号

鳥取県環境にやさしい木の住まい建設等助成条例の一部を改正する条例

鳥取県環境にやさしい木の住まい建設等助成条例（平成17年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 意義は、当該各号に定めるところによる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 環境配慮住宅 環境への配慮に係る性能に関 (４) 環境配慮住宅 長期にわたり良好な状態で使

する評価が特に高いものとして知事が要綱で定め 用するための措置が講じられ、環境への配慮に係

る木造住宅をいう。 る性能に関する評価が特に高いものとして知事が

要綱で定める木造住宅をいう。

(５) 長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使

用するための措置が講じられたものとして知事が

要綱で定める木造住宅をいう。

(６) 履歴情報保管住宅 建築、維持管理等に関す

る情報が記録され、適切に活用されるものとして

知事が要綱で定める木造住宅をいう。

(７) 県産材活用改修等 県産材を0.3立方メート (５) 県産材活用改修等 県産材を１立方メートル

ル以上使用して既存の住宅の増築、改築、修繕又 以上使用して既存の住宅の増築、改築、修繕又は

は模様替（知事が要綱で定めるものに限る。）を 模様替（知事が要綱で定めるものに限る。）を行

行うことをいう。 うことをいう。

（補助金の額） （補助金の額）

第４条 略 第４条 略

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる住宅 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる住宅

に該当する県産材活用住宅の建設等に対する補助金 に係る県産材活用住宅の建設等に対する補助金の額

の額は、同項に規定する合計額に、当該各号に定め は、同項に規定する合計額に、それぞれ当該各号に

る額（当該各号のうち２以上の号に掲げる住宅に該 定める額を加算した額以下とする。

当する県産材活用住宅にあっては、その合計額）を

加算した額以下とする。

(１) 伝統技術活用住宅及び環境配慮住宅のいずれ

にも該当する住宅 32万円

(１) 伝統技術活用住宅 15万円 (２) 伝統技術活用住宅（前号に掲げる住宅を除

く。） 15万円

(２) 環境配慮住宅 ５万円 (３) 環境配慮住宅（第１号に掲げる住宅を除
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く。） 17万円

(３) 長期優良住宅 10万円

(４) 履歴情報保管住宅 ２万円

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

１ 略 １ 略

（平成22年度における補助金の額の特例） （平成22年度における補助金の額の特例）

２ 略 ２ 略

（この条例の失効） （この条例の失効）

３ この条例は、平成28年３月31日限り、その効力を ３ この条例は、平成25年３月31日限り、その効力を

失う。 失う。

４ 略 ４ 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の鳥取県環境にやさしい木の住まい建設等助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の交付決定に

係る補助金について適用し、同日前の交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。


